
１．はじめに

ポーランドでは１９８９年に，いわゆる円卓会議での合意に基づいて大統領職が

導入された（厳密には復活した）が，この時点では大統領にも政策形成に関与

する一定の権限が与えられ，首相との間で執政の責任を分担するシステムが導

入されたa。だが１９９７年に成立した現行憲法では大統領の権限は大幅に縮小さ

れ，首相が執政の基本的な責任を果たすシステムへと移行した。最初の制度が

導入されてからわずか８年で，このような形で大統領に関する制度が変更され

たのはなぜか。およびこの制度の変更は，政策パフォーマンスに具体的にどの

ような影響を与えたのか。本稿はこの１９９０年代のポーランドにおける執政の変

容について，変容の背景と効果を検討していくことを，主たる目的とする。

全体の構成は次の通りである。最初にポーランドの大統領の政治的な権限の

変遷を憲法上の規定を元に概観し，大統領の権限が制度変革のたびに縮小され

てきたことを整理する（第２章）。次にこのポーランドの大統領に関する制度

の変容を，他のポスト社会主義の中東欧諸国（ここではひとまずブルガリア，

チェコ，ハンガリー，ルーマニア，スロヴァキアの５カ国をさすこととする）

の制度との比較から位置づけを行い，大統領の権限の縮小とそれに伴う執政の

枠組みの変容という流れは中東欧諸国全体に共通してみられる傾向であること

を提示する（第３章）。その上でポーランドの大統領の枠組みの変容に関して，
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a 厳密にはポーランド語では内閣は「閣僚会議（Rada Ministrow）」，首相は「閣僚会議議
長（Prezes rady ministrow）」となるが，ここでは一般的な表現である「内閣・首相」を
それぞれ用いている。
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内政の安定化に伴い大統領の存在が政策形成においてマイナスの作用を果たす

ようになってきたこと，およびEU加盟交渉を効率的に行うためには，拒否点

の少ないシステムが必要とされたことが，大統領と首相（内閣）による権力分

担の執政のシステムから首相を中心とする一元的・効率的な統治システムへの

転換をもたらしたことを整理し（第４章），またその変化がポーランドの場合

は政策パフォーマンスの改善にもある程度結びついたことを，制度の変革前後

の２度のコアビタションの時期の比較を通して示していく（第５章）。

２．ポーランドにおける大統領の政治的権限の変遷

最初に議論の前提として，ポーランドの大統領の政治的権限に関する制度的

な枠組みの変遷について，主として具体的な政策形成に関与する権限（立法発

議権や法律への拒否権など），および政府や議会に対して影響を行使する権限

（首相・閣僚の任免権や議会の解散権など）に着目し，その憲法上の規定にお

ける変化を簡単に整理しておく（以下文末表１も参照）s。

最初にも述べたようにポーランドでは１９８９年４月の憲法修正（Dziennik

Ustaw１９８９Nr.１９, poz.１０１）により，１９５２年に廃止された大統領職が復活す

ることとなった。しばしば指摘されることであるがこの時期に大統領職が導入

された理由としては，当時の支配政党であった統一労働者党（ポーランドにお

ける共産党）と自主管理労組「連帯」の間での円卓会議の合意から，議会選挙

において準自由選挙（下院は議席の３５％を自由競争枠とし，新たに設置された

上院を完全な自由選挙とする）を実施する見返りに，議会に対する一定のコン

トロールが可能な制度の導入が必要とされたということがある。そしてこのよ

うな考慮の背景には，当時のソ連に対して外交・防衛面で従来のソ連寄りの政
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s なおスペースの都合もあり，ここでは憲法の全体像や具体的な憲法制定過程についての議
論は行わない。これらに関する議論を簡単にまとめたものとして小森田（１９９８），および
ホームページ「ポーランド法の調べ方」（小森田秋夫氏作成，h t t p : / / w e b . i s s . u -

tokyo.ac.jp/~ komorida/HowToPolishLaw.htmにて公開，２００４年９月１４日に接続を確認）
を参照のこと。
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策を維持することを保障する目的もあった（Jasiewicz１９９７）。この理由のため

に，大統領は上下両院の合同会議（国民会議〈Zagromadzenie narodowe〉）

での間接選挙により選出されることとされていたものの，実際には当時の国家

評議会議長（兼統一労働者党第一書記）であったヤルゼルスキ（W. Jaruzelski）

が就任することがあらかじめ想定されていた。

この１９８９年の憲法修正では，大統領には政策関連と政府・議会関連の両面で

比較的広範な権限が与えられた。政策関連では大統領は自ら立法発議権を有し

（憲法修正２０条４項），また議会の可決した法律に対して憲法裁判所への提訴と

下院への再送付（下院がこれを覆すには出席議員の３分の２の賛成が必要）の

両方の手段が行使できるという「二重の拒否権」を有していた（同２７条４項お

よび５項）。政府・議会関連の権限では，大統領は首相の任免を議会に対して

提案する権限をもち（同３２f条１項６），また解釈の余地はあるものの「大統領

が憲法上の権限を行使することが困難な決定を議会が可決した場合」（同３０条

２項）には大統領が自らの判断で下院を解散することを可能とする規定も存在

していた。

その後１９９０年には，大統領の選出方式が間接選挙制から直接選挙制（二回投

票制，第１回投票で過半数の票を獲得した候補が出なかった場合は上位２名の

候補による決選投票が行われる）へと変更されたが（Dziennik Ustaw１９９０Nr.６７,

poz.３９８），一方で新憲法の制定までの暫定的な統治機構に関する規定として１９９２

年に施行された「ポーランド共和国の立法権と執行権の相互関係および地方自

治に関する憲法的法律（通称「小憲法」）」（Dziennik Ustaw１９９２Nr.８４, poz.４２６）

では，８９年修正憲法では大統領に認められていた権限，特に大統領の政府・議

会に対する権限に関して，制約が加えられることとなった。小憲法では，法案

提出権や二重の拒否権などの政策形成に関する権限は８９年憲法の規定がほぼそ

のまま残されたのに対して，議会の解散権は小憲法に規定がある場合に上下両

院の議長との協議を行った上でという形に限定され（小憲法４条５項）d，首相
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d 小憲法に規定があるのは，１）下院が予算法案を３ヶ月以内に成立させられなかった場合
（小憲法２１条４項），２）首相候補が４回連続して議会の信任を得られなかった場合（同６２条，
ただし大統領は解散の代わりに任期６ヶ月以内の暫定内閣を自ら組閣することも可能），
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の任命も最初の発議権こそ有しているものの組閣には下院による信任が要求さ

れることとなった（同５７－６０条）。また大統領が首相の解任を提案することもで

きなくなった。ただし閣僚の任命に関しては，首相は組閣に際して外務・内

務・国防の各国務大臣に関しては大統領の意見を求めたのちにこれを推薦する

という規定が新たに含まれ（同６１条），これが１９９３年から９５年の間のワウェンサ

（L. Walesa）大統領と民主左派同盟（SLD）・農民党（PSL）の中道左派連立政

権のコアビタション期に大統領と政府の間の対立，およびそれに伴う政策形成

の障害をもたらす原因の一つとなった。

最終的に成立した現行の９７年憲法（Dziennik Ustaw１９９７Nr.７８, poz.４８３）

では，大統領の権限にさらに制約が加えられた。まず個別の政策案件への関与

については，大統領の法案提出権こそ残されたものの（現行憲法１１８条１項），

法律への拒否権については懸案となる法律について，憲法裁判所の判断を仰ぐ

か下院に再送付を行うかのいずれかに限定され，二重の拒否権を行使できなく

なった。さらに下院が大統領の拒否権を覆すのに必要な票も，出席議員の３分

の２から５分の３に引き下げられた（同１２２条）。また政府・議会との関係では，

首相については最初の任命権こそあるものの組閣には下院の信任が必要とされ

（同１５４/１５５条），また大統領が首相の罷免，および閣僚の任免を行うことはでき

なくなった。議会の解散権についても，首相候補が３回連続して議会の信任を

得られなかった場合（同１５５条－大統領の解散は必須）と，予算法案が国会に

提出されて４ヶ月以内に成立しなかった場合（同２２５条－大統領は解散を自ら

の意志で決定できる任意条項）に限定され，大統領が自らの判断で国会を解散

することは実質的に不可能となった。

その反面９７年憲法は，内閣および首相の権限を従来に比べて大幅に強化した。

内閣は基本的には対内・対外政策全般についての実施権限を持ち，他の国家・

地方政府機関に対して留保されていない政策事項は基本的に内閣に属すること

となった（同１４６条）。特に従来は大統領の基本的な役割として認められていた

外交・国防に関しても，原則として首相および所轄の大臣の関与が必要とされ
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３）議会が建設的不信任案の行使に失敗した場合（現在の内閣に対する不信任案のみ成立
し，後継首相を選出できなかった場合，同６６条５項），の３つの場合である。
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るようになった（同１３３/１３４条）。また首相に関しては，内閣を代表しその活動

を指導すると同時に（同１４８条），閣僚の任免権を有することとなり（同１６１条），

また建設的不信任案の提出も次の首相の選出を伴うものに限定された（同１５８

条）ことから，現憲法の下では首相が自己のリーダーシップにより政策を有効

に実施できる可能性が，当初の８９年憲法修正に比べて（少なくとも制度的には）

高くなったとみることができるf。

アントシェフスキ（Antoszewski１９９９）はこの８９年から９７年にかけてのポー

ランドの大統領の制度的変化を，次のように５段階に分類している。１）大統

領の存在が形式的なものであった時期（ヤルゼルスキ期），２）大統領が実質

的な権限を行使した時期（小憲法制定までのワウェンサ期），３）大統領の権

限が制限された時期（９３年から９５年のコアビタシヨンの時期），４）半大統領

制的な議会制の時期（９５年から９７年の憲法制定までの時期），そして５）首相

を中心とする議院内閣制の時期（現行憲法の時期）。現在の制度を議院内閣制

と呼ぶのは必ずしも正確ではないが，それでも８９年以降の制度の変革を見る限

りでは，ポーランドでは初期の大統領と首相の間で権限を分担するシステムか

ら「制度的エンジニアリング」（Taras２００３：１２１）の期間を経て，首相が基本

的な執政を担当するシステムへと変容していることは確認できる。次章ではこ

の執政の変容が，必ずしもポーランドのみにみられる現象ではないことを整理

していく。

３．中東欧諸国の大統領の枠組みの変容

ポーランドにおける大統領の枠組み，およびその変容を他の中東欧諸国の事

例と比較してみると，大統領の権限の縮小とそれに伴う首相（内閣）への権限

の移行という傾向は，国ごとに程度の差はあるものの中東欧諸国全体において

みられる現象であることがわかる。ここではこの中東欧諸国にみられる全体的

（53 ）

一
二
六

――――――――――――
f ただし参謀総長および各軍の司令官の任命について，従来国防大臣との同意が必要であっ
たものが大統領単独で行えるようになった点（１３４条）など，大統領の権限が強化された
部分も存在している（cf. Millard１９９９：４５－６）。
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な傾向を，３点にまとめて整理しておく（表２も参照）g。

まず最初の共通点として，体制転換の初期には基本的に大統領にも議会の解

散権や法律への拒否権などを通して政策形成に関与する権限がある程度与えら

れていて，執政に関して首相と大統領で権限を分担するシステムが存在してい

たということがある。このような権力分担に基づく執政の枠組みが採用された

理由として，ブンス（Bunce１９９７）は以下の４点を提示している。１）将来が

不確実な中で当初の制度設計を行う必要があったため，共産党と反体制派のど

ちらも相手に主導権をとられないような制度を求めた。２）制度選択を検討す

るための十分な時間・知識がなかった。３）議会や政府の弱さを補うために一

定の権限を有する大統領職が必要とされた。そして４）民主主義・資本主義へ

の移行のために強力なリーダーシップが必要とされた。ブンスはこれらの移行

期のコンテクストに関連する要因，特に３）や４）のような「安全弁」的な役

割が体制転換初期の大統領に求められていたことが，制度形成にも影響を与え

たとしているh。

第２の共通点として，当初はある程度の権限が与えられていた大統領につい

て，憲法の修正を通して，あるいは制度の実際の運用を通して，その権限が次

第に限定されるようになってきたということがある。このような変容が生じた

理由については，当初の憲法上の規定の曖昧さと，そこから生じる大統領と首

相の間での政治的な対立にその要因を求めるものが多い（cf. Malova and

Haughton２００２；Slomka２００３）。もともとチェコスロヴァキアとルーマニア以

外の中東欧諸国では大統領という単独元首の制度そのものが新しく導入された

ものであった上に，多くの場合大統領職の導入の段階では，その具体的な権限

や他の機関との関係は必ずしも十分に考慮されていなかった。さらに中東欧諸

国の場合現実の政治的な場面でも，大統領と首相の間では権威と権限をめぐる
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g 以下中東欧諸国の大統領に関する憲法上の規定についてはインターネットを通して提供さ
れている各国憲法の英文条文，およびスウォムカ（Slomka２００３）とヴォイニツキ
（Wojnicki２００３）の整理を参考にしている。

h ただしこの中東欧諸国における体制転換の初期における大統領の枠組みの導入については，
政治的危機・分極化を契機として政治の安定化のために導入された大統領の存在そのも
のが政治システムの不安定化要因になっていることから，「大統領制のパラドクス」が存
在することを指摘するオネイルのような議論もある（O’Neil１９９７）。
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「ずれ」が生じていた。大統領は日常的な政策に関与することが少ないことか

ら不人気な政策の責任を問われることが少なく，また党派的対立から離れて国

家全体の利益を代表する存在として国民からの支持・人気を得やすいという状

態にあったが，反面で政治過程に直接関与できる範囲は限定されていた。これ

に対して首相は，その多くが旧体制期の行政官や研究者であったことや移行初

期の不人気な政策を実施する主体であったことから，大統領に比べて国民の支

持が低くなる傾向があるが，大統領よりも政策形成の実際的な側面に関して広

範な権限を有しているのが一般的であった。この「ずれ」が大統領の役割や権

限分担をめぐる対立に結びついたことは，多くの研究の指摘する通りである

（Baylis１９９６；Taras１９９７）。もちろん権限を有する大統領の存在が必ずしも政治

的不安定をもたらすわけではないことも指摘されているものの（cf. Mainwaring

and Shugart１９９７；Wojnicki２００３），中東欧諸国の場合ポーランドのワウェン

サと，マゾヴィエツキ（T. Mazowiecki）からオレクシ（J. Oleksy）に至るま

での歴代の首相の間，あるいはスロヴァキアのメチアル（V. Meciar）とコヴ

ァーチ（B. Kovac）の間の対立にみられたように，執政内部の対立が現実に政

治的混乱をもたらした事例が多く，これが大統領の権限を制約する動きを強め

る方向に作用したとされる（cf. Malova and Haughton２００２）。

第３の共通点として，中東欧諸国の大統領が具体的な政策形成の場面で果た

す役割も変化しているということ，基本的には大統領自らが政治的なイニシア

チヴを発揮するよりも，諸勢力の間の仲裁・調停役となる穏健な調整型のリー

ダーとなる傾向が現れているということがある（Slomka２００３）。大統領の役割

がこのように変化しつつある背景には，体制転換からの時間の経過に伴い大統

領の世代交替が進んでいるということがある。大統領職が設けられた当初は，

旧共産党系の候補がそのポストに就くことが想定されていたが，実際に大統領

に就任したのはほとんどが旧異論派側の人物であった（Elster１９９７）。そのた

め初期の大統領は社会主義期には反体制活動の経験を有していることが多く，

これが大統領個人の人気や権威を高める作用を果たしていた。だがこのような

大統領の多くは自らの権限をさらに拡大しようとして首相との政治的な対立を

招き，しかもその対立は大統領の権限の強化よりも人気・権威の低下（と先に
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示したような大統領の権限の縮小）をもたらすというパラドクシカルな結果を

もたらす傾向が強かった（Baylis１９９６）。さらに政治状況の変化やいわゆる多

選禁止条項により大統領職の「代替わり」が進み，旧共産党系の有力な政治家

なども大統領に就任するようになると，初期の大統領のように自らの権威や人

気に依拠して影響力を拡大することは困難となっていた。そのため新たに大統

領に就任した人物は，基本的に自らの権限や役割の拡大を追求するよりも，政

治勢力間の仲裁的な役割を果たすことで自らの独自の権威を形成しようとする

「穏健なリーダー」を指向する傾向が強くなり，個別の政策関連の問題に直接

的に関与することは少なくなってきているとされる（Slomka２００３）。この点は

ポーランドの場合，最初の公選の大統領であったワウェンサはその権威と正統

性を基盤として積極的に政策形成に介入したのみならず，自らの影響力を強化

する大統領中心の政治システムを構築することを試みたことが政治面での紛糾

を招いたのに対して，９５年に大統領に就任したクファシニィエフスキ（A.

Kwasiniewski）は基本的に政策形成への直接的な関与は回避し，諸勢力の間

での妥協を形成するというスタンスをとっているという変化にも見ることがで

きる。

このように中東欧諸国の大統領に関する枠組みの全体的な傾向からみれば，

ポーランドの執政の変容もその流れにそうものであることが確認できよう。次

はこの執政の変容の背景について，議論していくこととしたい。

４．ポーランドにおける執政の変容の背景

ポーランドにおける大統領の権限の変更については，当初は大統領の個人的

資質の問題と結びつけて議論されることが多かった。例えばワウェンサが自己

の権限を拡大・制度化しようとしたことが大統領と議会・首相（内閣）との対

立を招き，それが議会によって特定のリーダーによる権限の乱用を防ぐ制度を

導入する契機として作用したのに対して，クファシニィエフスキの自制的なリ

ーダーシップは議院内閣制的な制度および慣習の定着に貢献したという対比は，
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しばしば指摘されるところである（Jasiewicz１９９７；Antoszewski１９９９など）。

だが大統領の個人的資質というポーランド固有の要因のみでは，中東欧諸国

全体にみられる執政の変容の背景を説明することは困難である。この理由もあ

り最近では，執政の変容を体制転換以後の環境の変化に伴う経路依存的な変化，

特に国内政治の安定に伴う大統領の機能の変化と，EU加盟に際して必要とな

る効率的な統治システムの必要性というから，説明することを試みる議論が現

れはじめている。このような議論の一例としてコペツキ（Kopecky２００３：１４４－７）

は，現在の中東欧諸国において大統領および議会の影響力を抑制し首相の権限

を強化したシステムが現れていることを指摘した上で，その理由として政党シ

ステムが安定してきたことに伴い内閣の統治能力が向上したという国内政治的

な要因と，EU加盟に際して必要となるアキ・コミュノテール関連の法案を早

急に通すために「ファーストトラック」での立法手続きが必要となり，そのた

めに法律の審議を迅速に行う（拒否権の乱用などにより法案審議が遅れるのを

回避する）必要が生じたというEU加盟に伴う要因とをあげている。

国内における大統領の機能の変化については，当初は不安定な議会に対して

安定性を確保するための安全弁として機能していた大統領が，議会運営および

政党システムがある程度定着し議会においてある程度安定した多数派の形成が

可能になるに従い，特に議会の多数派の意向と大統領の意向が異なる場合に大

統領が政策形成における拒否権プレイヤーとして作用する事例がみられるよう

になってきたということがある。そうなると当初の制度的意図とは逆に，大統

領の存在が政策形成に対してネガティブな影響を与えることになるため，これ

を回避するために大統領の権限を縮小する動きが現れてくることとなった。こ

の点はポーランドの場合，ワウェンサ期の政治対立とその後の憲法修正のプロ

セスに明確に現れているが，他にもメチアルの民主スロヴァキア同盟（HZDS）

と反メチアル派の対立から政治的混乱が生じ，結果として大統領の権限を縮小

する憲法修正が行われたスロヴァキアの例やj，国家利益の保護という立場を

鮮明にして積極的に政策形成に関与しようとしたハベル（V. Havel）やゲンツ
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j なおスロヴァキアでは憲法修正にあわせて大統領の直接公選制が導入されたが，これも大
統領の民主的正統性を強化するためというより，議会の政治的対立により大統領が選出さ
れなくなるという事態を回避することが主たる目的とされていた（cf. Malova and

Haughton２００２：１０５－６）。
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（A. Goncz）の動きを抑制するために大統領の権限をコントロールしようとし

たチェコやハンガリーの例にも同様の現象をみることができる（cf. Wolchik

１９９７；O’Neil１９９７；von Beyme２００３）。

そして大統領の権限の縮小にあわせる形で国家機構の改革，特に行政機構の

強化と，それを指揮する首相の権限の強化が進められた。初期の制度改革に関

する議論では，首相の地位・権限については必ずしも十分な注意が払われてい

なかったことで，執政部のパフォーマンスが低いものとなっているという指摘

があった（cf. Malova and Haughton２００２）。だがこの点についてエキェルト

（Ekiert２００３）は，ポーランドでは行政改革との関連で，早期から首相の権限

の強化が進められていたことを指摘している。もともと１９８９年以降の制度改革

の中で国家機関と公務員の数は増加していて，国家機構は確実に強化されてい

たが，それをもっとも明確な形で推進したのが１９９６年の大規模な行政改革であ

る。このときには中央省庁の大幅な改編と同時に，官庁への指揮・監督権限を

強める形で首相の権限の強化を定めた内閣法（Dziennik Ustaw１９９６Nr.１０６,

poz.４９２）も施行された。この内閣法により首相は閣僚の任免や閣内統一を維

持するための権限を獲得することとなり，その方向性は９７年の憲法における規

定にも反映された（cf. Nunberg１９９９：１５－９）k。

ポーランドにおいて大統領から首相への権限の移行が進められた短期的な背

景としては，新憲法制定に関する実質的な議会審議が行われた１９９６年当時の国

会の主要勢力－民主左派同盟・農民党・自由連合・労働連合－の間で「小憲法」

の大統領システムの改善の必要性が認識され，基本的に大統領の権限を弱め首

相に権限を移行する方向で合意が成立したということがある（Millard１９９９：

４４－４６）。ただこのような合意は短期的に形成されたものではなく，むしろ体制

転換初期の政治的混乱が逆に長期的にサステイナブルな制度の導入を可能にし

たという側面もある。例えば先のエキェルト（Ekiert２００３）は，転換初期の政治

における不安定さと過度の競争は，政策に対するコントロールとアカウンタビ

（58 ）
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k フォン・ベウメはポーランドを含む現在の中東欧諸国における，大統領の権限を抑制し内
閣の権限を強化する方向への制度の改編について，「合理化された議会主義（Rationalized

parliamentarism）」への転換という規定を与えている（von Beyme２００３）。
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リティの形成，およびレントシーキング的な行動の抑制に作用し，結果として

よりよい改革案の形成，および適切な管理の下での改革の実施に影響を与えた

と指摘している。またタラス（Taras２００３）も同様に，体制転換の初期に政府

が頻繁に交代しまたさまざまな制度が導入されたことが制度面での「エンジニ

アリング」の機会となり，そこから最適と考えられる制度が導かれてきたとい

う議論を展開しているl。

加えてポーランド（を含む中東欧諸国）のEU加盟は，大統領の権限の縮小

と首相への権限の移行という傾向をさらに強める役割を果たしてきた。この点

についてグラッベ（Grabbe２００３：２５８－９）は，基本的に欧州委員会と加盟候補

国の政府のバイラテラルな交渉という形式をとるEUとの加盟交渉の構造，お

よびEUの各種規則を受け入れるための行政能力の強化の必要という要因から，

加盟のプロセスを遂行するためには強力な中央政府が必要となり，そこから

EU加盟交渉の過程においては，立法府や地域・地方政府などの他の制度的な

アクターの犠牲のもとに中央の執政が強化されるという「執政バイアス

（Executive bias）」が生じやすくなることを指摘している。またヤブロンスキ

（Jablonski２０００）は特にポーランドの執政の変容に関して，ポーランドの当初

の二重執行部のシステムは政治的安定と効率的なガバナンスを同時に確保する

ための試みであったものの，EU統合に伴う安定的・効率的な政策実施の枠組

みの必要，および加盟交渉を機能的に行える機関を設置する必要という要請か

ら，９７年憲法においては議会と大統領の権限を抑制し内閣・首相の機能を強化

する方向が現れたという議論を提示している¡0。この点については中にはタラス

（Taras２００３：１２７－８）のように，西欧型執政モデルとしての議院内閣制の規範的

影響力から「執政部の欧州化（Executive Europeanization）」が生じつつあるこ

とを指摘する議論もあるが，行政機構とは異なり執政部に関しては「欧州基準」

（59 ）
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l さらにサンフォード（Sanford２００２：９１）は，妥協によって制定された制度はポーランド
の政治的現実を反映していることで，曖昧な部分も多いが長期にわたりポーランドの法的
枠組みの基盤となりえることを指摘している。

¡0 なおポーランドにおける憲法制定の過程で具体的にEUの問題が取り上げられたのは，主
としてEUなど国際組織・国際機関への国家権力機関の権限の委譲（９０条）をめぐる国家
主権の問題で，大統領制を含む政治制度の問題がEUとの関連で直接的に議論されたわけで
はない。
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やアキ・コミュノテールに相当するものが存在するわけではないため，直接的

な効果を考えることは難しいと想定される。執政の変容における欧州（EU）

の具体的な影響に関しては，稿を改めて具体的な実証分析とともに議論する必

要があろう（cf. Malova & Haughton２００２； Ekiert２００３）。

以上のように，内政の安定やEU加盟に伴い効率的な統治・政策運営が求め

られるようになるにつれて，危機時における安全弁的な作用を持つ権力分割型

のシステムよりも，拒否点となる可能性を有する制度の少ない効率的・一元的

な統治システムの方が必要とされるようになってきたことが，現在のポーラン

ドを含む中東欧諸国における執政の変容をもたらしていると考えられる。最後

にこの変容がもたらした効果について，アド・ホックな形でではあるが簡単に

検討しておきたい。

５．執政の変容と政策パフォーマンス

ポーランドにおける執政の変容が政策パフォーマンスに与えた影響について

ここでは，拒否点の数が多くなることから政策形成で困難が生じる可能性が高

くなるいわゆるコアビタションの時期をとりあげて，大統領に関する枠組みの

変化の前後それぞれのコアビタション期における政策パフォーマンスの比較を

行っていく。具体的にとりあげるのは，「小憲法」期の１９９３年１０月から９５年１２月

までのワウェンサと中道左派連立（民主左派同盟と農民党）政権のコアビタシ

ョンの時期（以下ではこれを「第１次コアビタション」とする）と，憲法制定

後の９７年１０月から２００１年１０月までのクファシニィエフスキと「連帯」政権（２０００

年までは連帯選挙行動と自由連合の連立政権，以後は連帯選挙行動の少数単独

政権）とのコアビタションの時期（同じくこれを「第２次コアビタション」と

する）である。なお政策パフォーマンスについては，全体としての法律成立状

況というマクロな側面と，個別の政策案件をめぐる具体的な大統領と議会・政

府の関係というミクロの側面を，大まかにではあるがそれぞれ検討していく。

まず最初にマクロな法案の成立状況に関して，コアビタション以外の時期も

（60 ）
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含めた概括的なデータを整理しておく。法案の成立件数については，１９９１年か

ら１９９３年の下院の「第１期国会」¡1では９４件，９３年から９７年の「第２期国会」

では４７３件で，そのうち第１次コアビタション期が２０７件，９６年以降の左派主導

の新憲法制定の時期が２６６件，第２次コアビタションに相当する「第３期国会」

が６４０件，２００１年以降の左派主導による「第４期国会」が２００３年末までで４７６件

となる。ここでは初期の第１期国会から９５年までの時期の法案成立件数の少な

さが目立つ。また９３年以降について法案の成立率（提出された法案に対する議

会で採択された法案の比率）のデータをみると，第１次コアビタション期の比率

は４１.２％，新憲法制定期は８２.４％，第２次コアビタション期で５５.６％，そして２００１

年選挙後の時期は６５.３％となる。第１次コアビタションの時期の極端な法案成

立率の低さと憲法制定の時期の法案成立率の高さの対比が目につく反面，９７年

の新憲法制定後は第２次コアビタションの時期と２００１年以降の左派政権の時期

とでの差は１０％程度にとどまっている。なお議会が採択した法律に対する大統

領の拒否権については，１９９３年から９５年にワウェンサは１５回拒否権を行使した

のに対して，９６年から９７年のクファシニィエフスキによる拒否権の行使は２回

にとどまっている。ただし第２次コアビタション期には２８回の拒否権を行使し

ていることから，必ずしもクファシニィエフスキが「連帯」系政権に対して自

制的な態度をとり続けていたわけではない（ちなみに２００１年から０３年の間にク

ファシニィエフスキが拒否権を行使したのは１回）¡2。

このように第１次コアビタション期の政策パフォーマンスの低さはマクロな

数字の上でも表れているが，この点は政策をめぐる大統領と政府・議会の対立

の具体例をみるとさらに明確になる。確かに（９５年までの段階では二重の拒否

権を行使できたため，拒否権の行使への制約は少なかったにもかかわらず）ワ

（61 ）
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¡1 ポーランドの下院は９１年の最初の自由選挙によって選出された議会を「第１期国会」とし
て，以後９３年，９７年，２００１年の選挙後の議会をそれぞれ第２期，第３期，第４期と数え
る。なお上院は１９８９年の選挙で選出された議会を第１期と数えるため，下院とは数え方に
ずれが生じている。

¡2 これらのデータはポーランド下院ホームページ［http://www.sejm.gov.pl/］，ポーランド
大統領府ホームページ［http://www.prezydent.pl/dflt/index.php３］およびポーランド統
計年鑑（Rocznik statystyczny）各年版の情報をもとにしている（なおホームページはい
ずれも２００４年９月１４日での接続を確認）。
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ウェンサが拒否権を行使した回数は必ずしも多くはないが，彼が拒否権を行使

した案件の大半は，当時の政策に重要な影響を及ぼすものであった。例えば予

算に関連する１９９５年の所得税法についてワウェンサは，二重の拒否権を行使し

予算の成立を遅らせたのみならず，３ヶ月以内に議会が予算法案を採択できな

ければ大統領は議会を解散できるという小憲法の規定を盾に，議会の解散権を

主張したという事例がある。また中絶を犯罪としない刑法改正に対して拒否権

を行使した際には，議会が再度これを可決したとしてもワウェンサは署名を行

わないと明言していた（本件は当時の連立与党の農民党が再審議で反対に回っ

たため結果的に拒否権を覆せず）（cf. Sanford２００２：１４１－１４５）。またこの時期

のワウェンサは小憲法６１条の規定を盾として外務・国防・および内務の各大臣

についての任免権を強く主張していたが，ワウェンサはこれを利用して軍隊を

内閣（文民）の統制から切り離した独立機関として，自らの権力基盤に転換す

ることも試みていたとされる（cf. Michta１９９８：１０６－８）¡3。下院の６５％の議席

を連立与党が有していたにもかかわらず，大統領が議会多数派のすすめる政策

の実施を抑止することができるのみならず，非民主主義的な制度改革さえ試み

ることが可能となっていたという事実は，９５年以降の憲法制定の議論に大きく

影響を与えることとなった。

これに対して第２次コアビタションの時期に関しては，先にも述べたように

大統領の拒否権の行使回数こそ増えたものの¡4，それが政治的な紛糾を引き起

こした事例はほとんど存在していない。大統領が拒否権を行使した事例につい

ても，そのほとんどは議会での議論が十分に尽くされていないと大統領が判断

した事例が中心で，大統領が自己利益のために拒否権を行使したワウェンサ期

とは状況が大幅に異なっている¡5。例えばこの時期に首相であった連帯選挙行

動のブゼック（J. Buzek）が，政権の中心的な政策として実施した社会制度に

関する「４大改革（医療保険・年金・教育・行政／地方制度改革）」に関連す
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¡3 特に１９９５年には参謀総長を大統領直属にする法案を提出したり，大統領選出馬に必要な有
権者の署名を軍内部で組織的に集めたりしたというように，軍部を自らの権力基盤として
利用しようとする傾向が強く見られた。

¡4拒否権の行使の他に，憲法裁判所への提訴が１４件ある。
¡5 ただし中絶に関する法律や家族手当に関する法律など，政治信条的な問題との関連で拒否
権を行使した例はある。
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る法案に対して，クファシニィエフスキが拒否権を行使したのは地方制度改革

に関する法案のみで，しかもこれは主要政治勢力の間で対立のあった「県の数」

という制度の本質的な要素ではない問題に関わる部分を対象とするものであっ

た。他の改革関連の法案に関してはクファシニィエフスキは，それが自ら，も

しくは民主左派同盟の意向とは異なる法案であっても，議会で採択されたもの

について拒否権の行使，ないし憲法裁判所への提訴という形でその成立を阻も

うとすることはほとんどなかった（一例として年金改革の事例に関して仙石２００１

参照）。首相の権限が強化され，かつそれに呼応する形で国家機構も整備され

たことで，第２次コアビタション期においては基本的に首相の主導の下で重要

な改革を実現することも可能となり，この点でも政策パフォーマンスは向上し

たとみることができよう（cf. Ekiert２００３）¡6。

このように，（解釈の余地のある部分が多かったものの）大統領に一定の権

限が与えられていたワウェンサ期には，政治的対立が政策パフォーマンスを悪

化させる方向に作用していたのに対して，基本的な権限を首相に移行させた新

憲法の制定後は，コアビタションの下でも具体的な制度改革が実施できるよう

になってきている。ここでの議論はあくまでも印象論的な比較ではあるが，そ

れでもポーランドにおける執政の変容は，政策パフォーマンスの向上にもある

程度プラスに作用したと判断することは不可能ではないであろう。

６．おわりに

以上本稿ではポーランドにおける執政の変容について，その背景と効果につ

いての検討を行ってきた。基本的にはポーランドの執政の変容，特に大統領の

権限の縮小と首相への権限の移行という傾向は，中東欧諸国全体でみられる大

統領に関する枠組みの変化と軌を一にするもので，そこには国内の政治的安定
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¡6 中には与党の多数派の同意を得られない法案で，首相と大統領，および野党の協力により
これを通過させた事例もある（「外国人による不動産の購入に関する法律を欧州連合の規
則に適合させる法律」など）。
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やEU加盟のためには当初の権力分割のシステムより権限を一元化した効率的

な執政のシステムの方が必要とされているという要因が作用していること，お

よび変容の結果として政策パフォーマンスはある程度の向上を示し，政策形成

において拒否点がより多くなるコアビタションの下でも政府の主導による政策

実現がある程度は可能となってきているということを議論した。

ただし本稿の議論は必ずしも，ポーランドの執政が完全に首相によって担わ

れるようになったということを意味するものではない。この点はサンフォード

（Sanford１９９９：７７３－４）も指摘しているが，政党システムの流動性が高い現状

では議会が混乱に陥り内閣の形成が困難な場合などに，大統領が自らの政治的

手腕を発揮する可能性は残されている。大統領の政治的役割についてはクファ

シニィエフスキ後の大統領の政治スタイルにも影響される可能性が高いため，

２００５年に予定される大統領選挙の結果もふまえて検討する必要があろう。また

本稿ではポーランド以外の事例について，執政の変容に伴う政策パフォーマン

スの効果について具体的な分析を行っていない。中東欧諸国における執政の変

容全般については，制度的収斂論や「欧州化」論といった近年の理論的な議論

も踏まえて，別途体系的な比較研究を行う必要があろう。
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），
ま
た
は
下
院

へ
の
再
送
付（
１２
２
-５
，下
院
が
こ
れ
を
覆
す
に
は
５
分
の
３

の
賛
成
が
必
要
）が
可
能
だ
が
，両
者
を
同
時
に
行
使
す
る

こ
と
は
で
き
な
い（
１２
２
-３
/５
） 

あ
り
，た
だ
し
上
院
の
絶
対
多
数
の
同
意
が
必
要（
１２
５
-２
） 

憲
法
の
定
め
る
場
合
の
み
に
あ
り（
９８
-４
） 

  当
初
の
任
命
権
は
あ
る
。た
だ
し
大
統
領
の
任
命
し
た
首

相
が
組
閣
に
失
敗
し
た
場
合
，次
は
下
院
が
首
相
を
任
命
，

そ
れ
で
も
組
閣
が
で
き
な
い
場
合
に
は
再
度
大
統
領
に
任

命
権
が
移
り
，最
終
的
に
は
大
統
領
は
議
会
を
解
散
で
き
る

（
１５
４
～
１５
５
）。
罷
免
権
は
原
則
と
し
て
な
い
。 

  特
段
の
規
定
な
し（
１６
１
条
で
首
相
に
あ
り
と
規
定
） 

 戒
厳
令
の
決
定
権
限
は
原
則
と
し
て
下
院
に
あ
り
，国
会
が

開
催
で
き
な
い
場
合
の
み
大
統
領
が
こ
れ
を
決
定
で
き
る

（
１１
６
） 

軍
の
最
高
指
揮
官（
１３
４
-１
）で
，参
謀
総
長
お
よ
び
各
軍

の
司
令
官
を
任
命
す
る（
１３
４
-３
）。
た
だ
し
平
時
に
お
け
る

指
揮
権
は
国
防
大
臣
を
通
す
こ
と
が
必
要
で（
１３
４
-２
），

戦
時
に
お
け
る
軍
最
高
司
令
官
の
任
免
も
首
相
の
提
案

に
基
づ
く（
１３
４
-４
）。
さ
ら
に
緊
急
時
の
軍
の
動
員
に
つ
い

て
も
，首
相
の
提
案
に
基
づ
く
こ
と
と
さ
れ
る（
１３
６
） 

表
１
　
１９
８
９
年
の
憲
法
修
正
，
１９
９
２
年
の
「
小
憲
法
」
，
１９
９
７
年
の
新
憲
法
に
お
け
る
大
統
領
権
限
の
比
較
 

［
出
典
］
著
者
作
成
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表
２
　
中
東
欧
６
カ
国
の
大
統
領
の
政
治
的
権
限
の
比
較
 

［
出
典
］
著
者
作
成
 

ブ
ル
ガ
リ
ア
 

国
家
評
議
会
議
長
 

１９
９０
年
 

５
年
 

直
接
選
挙
（
９３
-１
）
 

有
権
者
の
半
分
以
上
が
投
票
の
必
要（
９３
-

３
）・
２
回
投
票
制（
９３
-４
） 

       な
し（
国
会
議
員
か
内
閣
〈
８７
-１
〉
） 

 あ
り
，国
民
議
会
が
こ
れ
を
覆
す
に
は
議
員

の
憲
法
上
の
定
員
の
絶
対
多
数
が
必
要

（
１０
１
-１
/２
） 

  国
会
の
議
決
に
従
い
日
程
を
設
定
す
る
の

み（
９８
-１
） 

 解
散
権
は
限
定
的（
大
統
領
と
議
会
勢
力

に
よ
る
首
相
候
補
の
選
出
に
３
人
連
続
で

失
敗
し
た
と
き〈
９９
-５
〉
），
な
お
会
期
の
最

後
３
ヶ
月
は
解
散
で
き
な
い（
９９
-７
），
解
散

は
大
統
領
固
有
権
限（
内
閣
は
議
会
を
解

散
で
き
な
い
－
不
信
任
可
決
の
場
合
も
総

辞
職
の
み
〈
１１
２
-１
〉
） 

  大
統
領
は
議
会
会
派
と
の
協
議
の
後
，最
大

会
派
に
支
持
さ
れ
た
候
補
を
首
相
候
補
と
し

て
提
案（
９９
-１
），
こ
れ
に
失
敗
し
た
場
合
次

は
２
番
目
の
会
派（
９９
-２
），
そ
の
次
は
残
り
の

会
派
の
一
つ
に
支
持
さ
れ
た
候
補
を
首
相

候
補
と
す
る（
９９
-３
），
そ
れ
も
失
敗
し
た
場
合

は
大
統
領
は
臨
時
内
閣
を
組
織
し
議
会
を

解
散
す
る（
９９
-５
） 

基
本
的
に
は
首
相
の
責
任（
１０
８
） 

   戦
争
状
態
も
し
く
は
戒
厳
令
・
緊
急
事
態
宣

言
を
布
告
で
き
る
が
，後
者
は
国
会
が
開
催

さ
れ
て
い
な
い
時
期
に
限
ら
れ
る（
１０
０
-５
）（
戒

厳
令
・
緊
急
事
態
は
基
本
的
に
は
内
閣
の

発
議
に
よ
り
国
会
が
議
決
〈
８４
-１２
）〉
） 

軍
最
高
司
令
官
と
な
り（
１０
０
-１
），
国
家
安

全
協
議
会
議
を
主
催
す
る（
１０
０
-３
）。
ま
た

内
閣
の
発
議
に
基
づ
い
て
軍
隊
を
動
員
す

る
こ
と
が
で
き
る（
１０
０
-４
） 

チ
ェ
コ
 

大
統
領
 

＊
＊
 

５
年
 

間
接
選
挙
（
５４
-２
）
 

国
会
議
員
で
選
出
，候
補
は
議
員
１０
名
以

上
の
推
薦
が
必
要（
５８
-１
），
上
下
両
院
そ

れ
ぞ
れ
で
絶
対
多
数
の
票
を
獲
得
し
た
候

補
が
当
選（
５８
-２
），
１
回
目
で
決
定
し
な
か

っ
た
場
合
，上
下
両
院
そ
れ
ぞ
れ
の
第
１
位

候
補
で
第
２
回
投
票
へ（
５８
-３
～
６
），
こ
れ

で
決
ま
ら
な
か
っ
た
場
合
第
２
回
投
票
の
候

補
に
よ
る
第
３
回
投
票
が
行
わ
れ（
５８
-７
），

そ
れ
で
も
決
ま
ら
な
け
れ
ば
再
選
挙（
５８
-８
） 

な
し（
国
会
議
員
・
政
府
・
上
院
・
広
域
地
方

政
府
〈
４１
-２
〉
） 

あ
り（
６２
h）
，下
院
が
議
員
の
絶
対
多
数
で

同
じ
法
案
を
再
可
決
す
れ
ば
，拒
否
権
は

覆
さ
れ
る（
５０
-１
/２
） 

  レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
規
定
な
し
 

  大
統
領
の
権
限
と
し
て
の
下
院
解
散
権
あ

り（
３５
-１
/６
２
c）（
大
統
領
の
指
名
し
た
首

相
の
不
信
任
が
可
決
さ
れ
た
と
き
，政
府
が

信
任
と
リ
ン
ク
し
た
法
案
を
３ヶ
月
以
内
に
可

決
し
な
か
っ
た
と
き
，議
会
が
不
必
要
に
会

期
を
延
長
し
た
と
き
，お
よ
び
議
会
が
３
ヶ
月

以
上
定
足
数
に
満
た
な
か
っ
た
と
き
），
な
お

任
期
満
了
前
３
ヶ
月
以
降
は
解
散
で
き
な

い（
３５
-２
） 

首
相
・
閣
僚
の
任
免
権
は
あ
り（
６２
a）
。大

統
領
が
首
相
候
補
を
指
名
し
，首
相
候
補
が

組
閣
，そ
の
後
１ヶ
月
以
内
に
下
院
の
信
任

を
得
る
必
要
。こ
れ
に
失
敗
し
た
場
合
は
再

度
同
じ
手
続
き
が
と
ら
れ
，そ
の
次
は
下
院

議
長
が
首
相
を
指
名（
６８
-２
～
４
） 

  首
相
の
提
案
に
基
づ
き
大
統
領
が
任
免
を

行
う（
６８
-５
） 

  な
し（
戦
争
状
態
宣
言
を
行
う
の
は
議
会

〈
４３
-１
〉
） 

   軍
最
高
司
令
官
と
な
る（
６３
-１
-c
） 

ハ
ン
ガ
リ
ー
 

幹
部
会
議
長
 

１９
８９
年
 

５
年
 

間
接
選
挙
（
２９
A-
１
）
 

国
民
議
会
で
選
出
，候
補
は
国
会
議
員
５０

名
以
上
の
推
薦
が
必
要
，投
票
は
３
回
で
，２

回
目
ま
で
は
全
議
員
の
３
分
の
２
の
賛
成
が

必
要
，３
回
目
は
２
回
目
の
投
票
の
上
位
２
名

に
よ
る
決
選
投
票（
２９
B
） 

    あ
り（
大
統
領
の
他
政
府
，議
会
の
各
委
員
会
，

議
員
に
発
議
権
あ
り〈
２５
-１
〉
） 

あ
り
，た
だ
し
国
民
議
会
は
単
純
多
数
で
こ

れ
を
覆
せ
る（
２６
-２
/３
） 

   な
し（
議
会
の
管
轄
事
項
〈
２８
B〉
，必
要
と

判
断
さ
れ
た
と
き
か
，有
権
者
２０
万
人
以
上

の
要
求
が
あ
っ
た
と
き
に
実
施
〈
２８
C〉
） 

解
散
権
は
限
定
的（
１
年
間
に
４
回
内
閣
不

信
任
案
が
採
択
さ
れ
た
と
き
か
，首
相
が
４０

日
間
指
名
さ
れ
な
か
っ
た
と
き〈
２８
-３
〉
），
解

散
に
は
国
民
議
会
議
長
，議
会
内
会
派
代
表
，

お
よ
び
首
相
の
意
見
を
聞
く
必
要（
２８
-５
） 

    最
初
に
大
統
領
が
首
相
候
補
を
指
名
し
，先

に
国
民
議
会
で
の
信
任
を
受
け
る（
３３
-３
） 

      首
相
の
提
案
に
基
づ
き
大
統
領
が
任
免

（
３３
-４
） 

  基
本
的
に
は
国
会
が
戦
争
状
態
・
緊
急
事

態
を
宣
言
す
る
が（
１９
-１
-h
），
国
会
が
開
催

で
き
な
い
場
合
の
み
大
統
領
が
こ
れ
を
行
う

（
１９
A-
１
），
軍
の
動
員
も
同
様（
１９
c-１
） 

 軍
最
高
司
令
官
と
な
る（
２９
-２
） 

ポ
ー
ラ
ン
ド
 

国
家
評
議
会
議
長
 

１９
８９
年
 

６
年
→
５
年
 

間
接
選
挙（
８９
年
）→
直
接
投
票（
９０
年
以
降
） 

２
回
投
票
制
で
，第
１
回
投
票
で
過
半
数
の

票
を
得
た
候
補
が
で
な
か
っ
た
場
合
上
位
２

名
に
よ
る
決
選
投
票（
１２
７
-４
/５
） 

      あ
り（
１１
８
-１
）（
他
に
上
下
両
院
議
員
と
内

閣
お
よ
び
上
院
） 

あ
り
，下
院
は
こ
れ
を
議
員
の
半
分
以
上
の

出
席
で
，５
分
の
３
の
賛
成
で
覆
せ
る
。ま
た

大
統
領
は
憲
法
裁
判
所
の
判
断
を
仰
ぐ
こ

と
も
可
能
だ
が
，こ
れ
と
下
院
へ
の
再
送
付

の
両
方
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い（
１２
２
-３
/５
） 

あ
り
，た
だ
し
上
院
の
絶
対
多
数
の
同
意
が

必
要（
１２
５
-２
） 

 解
散
権
は
憲
法
の
規
定
が
あ
る
場
合（
９８
-４
）

（
国
会
が
予
算
法
を
４
ヶ
月
で
審
議
完
了
で

き
な
か
っ
た
と
き
か
〈
２２
５
〉，
下
院
が
首
相

の
信
任
に
３
回
連
続
で
失
敗
し
た
と
き〈
１５
５
〉

の
み
） 

    大
統
領
が
首
相
候
補
を
指
名
し
，そ
の
提
案

に
基
づ
き
大
統
領
が
組
閣
，次
い
で
下
院
で

の
信
任
手
続
き
。こ
れ
に
失
敗
し
た
場
合
，

次
は
下
院
，再
度
大
統
領
と
首
相
候
補
指

名
権
が
移
り
，３
度
目
の
組
閣
に
失
敗
し
た

場
合
議
会
は
自
動
的
に
解
散
と
な
る（
１５
４

～
１５
５
） 

 首
相
の
提
案
に
基
づ
き
大
統
領
が
任
免

（
１６
１
） 

  基
本
的
に
は
下
院
が
戒
厳
令
を
決
定
，国

会
が
開
催
で
き
な
い
場
合
の
み
大
統
領
が

こ
れ
を
行
う（
１１
６
） 

  軍
最
高
司
令
官
で
，参
謀
総
長
及
び
各
軍

の
司
令
官
を
任
命（
１３
４
-１
/３
），
た
だ
し
平

時
の
指
揮
権
は
国
防
大
臣
に
あ
り（
１３
４
-２
），

戦
時
の
軍
最
高
司
令
官
の
任
免（
１３
４
-４
）

お
よ
び
軍
の
動
員（
１３
６
）は
首
相
の
提
案

が
必
要
 

ル
ー
マ
ニ
ア
 

国
家
評
議
会
議
長
→
７４
年
か
ら
大
統
領
 

１９
９０
年
 

５
年
 

直
接
選
挙
（
８１
-１
）
 

２
回
投
票
制（
８１
-２
/３
） 

        な
し（
政
府
・
上
下
両
院
議
員
・
有
権
者
１０

万
人
以
上
の
提
案
〈
７４
-１
〉
） 

法
案
の
再
審
理
の
要
求
を
行
え
る
。
議
会

が
再
度
同
じ
議
決
を
し
た
場
合
，拒
否
権
が

覆
さ
れ
た
の
と
同
等
と
な
る（
７７
） 

  国
益
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
，議
会
と
の

協
議
の
後
に
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
を
実
施
す
る
こ

と
が
可
能（
９０
） 

解
散
権
は
限
定
的（
議
会
が
内
閣
に
対
し

て
信
任
提
案
か
ら
６０
日
以
内
に
信
任
決
議

を
行
わ
ず
，か
つ
最
低
２
度
の
認
証
が
否
決

さ
れ
た
と
き
）（
８９
），
解
散
に
は
上
下
両
院

議
長
と
院
内
会
派
の
代
表
の
意
見
を
聞
く

必
要
 

   議
会
多
数
派
の
政
党
の
要
求（
存
在
し
な

い
場
合
議
会
に
議
席
を
有
す
る
政
党
の
代

表
と
の
協
議
）に
よ
り
大
統
領
が
首
相
候
補

を
指
名
，そ
の
後
首
相
候
補
が
閣
僚
名
簿
と

施
政
方
針
を
議
会
に
提
出
し
，信
任
を
得
る

必
要（
１０
３
-１
～
３
），
な
お
大
統
領
は
首
相

の
解
任
は
で
き
な
い（
１０
７
-２
） 

 首
相
の
提
案
に
基
づ
き
大
統
領
が
任
免

（
８５
-２
） 

  戒
厳
令
・
緊
急
事
態
宣
言
を
法
に
従
い
行

う
こ
と
が
で
き
る
が
，原
則
と
し
て
５
日
以
内
に

議
会
の
同
意
が
必
要（
９３
-１
） 

  軍
最
高
司
令
官
と
な
り
，最
高
国
防
会
議
を

主
催
す
る（
９２
-１
），
ま
た
事
前
・も
し
く
は
事

後
の
議
会
の
承
認
に
よ
り
軍
隊
を
動
員
す

る
こ
と
が
で
き
る（
９２
-２
） 

ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
 

＊
＊
 

（
１９
９２
年
） 

５
年
 

間
接
選
挙
→
直
接
選
挙（
９９
年
か
ら
） 

２
回
投
票
制（
１０
１
-４
） 

        な
し（
政
府
・
国
会
議
員
・
議
会
委
員
会
の

み
〈
８７
-１
〉
） 

あ
り（
１０
２
n）
，た
だ
し
議
会
は
単
純
多
数
で

こ
れ
を
覆
せ
る（
８７
-３
） 

   大
統
領
が
発
議
す
る
が（
１０
２
m
），
３５
万

人
以
上
の
署
名
を
伴
う
誓
願
か
議
会
の
決

定
に
基
づ
く
必
要
が
あ
る（
９５
） 

解
散
権
は
ほ
ぼ
な
し（
議
会
選
挙
後
６
ヶ
月

以
内
に
内
閣
の
施
政
方
針
が
３
回
連
続
で

議
会
に
否
決
さ
れ
た
場
合
の
み
），
解
散
に

は
国
民
議
会
議
長
の
意
見
を
聞
く
必
要

（
１０
２
d）
 

    首
相
は
大
統
領
が
任
免（
１１
０
-１
），
た
だ
し

解
任
は
議
会
で
の
不
信
任
案
の
可
決
か
信

任
案
の
否
決
の
い
ず
れ
か
が
あ
っ
た
場
合

に
限
ら
れ
る（
１１
５
-１
） 

    首
相
の
提
案
に
基
づ
き
大
統
領
が
任
免

（
１１
１
），
解
任
は
首
相
の
提
案
か
議
会
で

の
個
別
閣
僚
へ
の
不
信
任
案
の
可
決
に
よ

る（
１１
６
-３
/４
） 

政
府
の
提
案
に
よ
り
戒
厳
令
を
布
告（
１０
２
k）
，

お
よ
び
非
常
事
態
宣
言
を
行
う（
１０
２
l）
 

   軍
最
高
司
令
官
と
な
る（
１０
２
j）
 

 社
会
主
義
期
の
名
称
 

大
統
領
職
の
設
置
 

任
期（
す
べ
て
の
国
で２
期
ま
で
） 

選
出

方
法

 
    選

挙
方

式
 

     立
法

発
議

権
 

  法
律
へ
の
拒
否
権
 

   レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
発
議
 

     議
会

解
散

権
 

        首
相
の
任
免
権
 

     閣
僚
の
任
免
権
 

   非
常
事
態（
戒
厳
令
）宣
言
 

     軍
に
対
す
る
役
割
 




